
特許情報は宝の山です！

特許情報プラットホームの利用方法、情報の読み方、
そして研究開発活動等への活用方法をアドバイスします！

特許情報とは、特許庁が発行する公報の情報及び経過情報等の総称で、発明やアイデア、デザイン（意匠）、
トレードマーク（商標）等の出願されたものに関する情報のことです。

相談無料 秘密厳守

INPIT 岡山県知財総合支援窓口
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１

他社の権利情報を事
前に確認することが
できます。
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2

他社特許を把握して
おくことで重複した研
究開発を避けること
ができます。

M
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3

最先端の技術情報を
入手することで、効果
的な研究開発や最適
な事業戦略を立案す
ることができます。

工業所有権情報・研修館（INPIT）は、インターネットを通じて、無料特許情報の検索ができるサービスと
して、「特許情報プラットホーム（J-PlatPat）」を提供しています。本J-PlatPatは、特許、実用新案、意匠、
商標、審判、経過情報の各情報を調べる事ができます。
J-PlatPatのトップページを下に記します。

特許情報とは

特許情報活用のメリット

特許情報を調べてみよう　https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

電話 086-286-9711
お気軽にご相談ください！

（独）工業所有権情報・研修館事業



特許出願しますか？ 秘匿しますか？

●製造技術などは、その内容が公開されてしまうことを避けるため、特許等の出願を行わず、
ノウハウとして秘匿する戦略もあります。

●十分に秘密として管理されたノウハウは、営業秘密として不正競争防止法で保護され、不正
な使用・開示が行われた場合、差止請求や損害賠償請求を行うことができます。

●秘匿する戦略を取る場合、社内の機密保持のためのルールなどを定め、それに従って、機密
情報を管理しておく必要があります。

選択と管理のポイントを教えます！
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

営業秘密として
保護

営業秘密管理
技術流出防止

ノウハウとして秘匿

発　明

戦略的な出願管理

特　許　出　願

意匠・商標出願、
外国出願も検討

特　許　権　取　得

先使用権の証拠確保

先使用による
通常実施権の確保

特許とノウハウの峻別

相談無料 秘密厳守

INPIT 岡山県知財総合支援窓口

公　開

審査請求

審　査

●秘密としての管理が難しい
技術
●他社の追随が容易な発明  等

例
●権利行使が困難な方法の
発明
●工場内を見なければ
分からない製造プロセス  等

例

技術 の 戦術的な保護・活用を支援します！

（独）工業所有権情報・研修館事業

電話 086-286-9711
お気軽にご相談ください！



備前焼

商標を貴社の「顔」に育てましょう！
商標権と信用の蓄積がブランド力を高めます！
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

文字商標

図形商標

文字、図形、記号、色彩が結合した商標

第3001224号商標登録

●商標権は、企業のマークや商品・サービスのネーミングである商標を財産として守ります。

●消費者は商品購入や、サービス利用の際、商標をひとつの目印として選びます。

●商標権を得るためには商標登録出願を行い、特許庁の審査を経て、商標登録を受けねば
なりません。

●事業者が商品やサービスの信用を積み重ねることで、商標に対して「信頼がおける」、「安心
して買える」というブランドイメージが生まれてきます。

相談無料 秘密厳守

INPIT 岡山県知財総合支援窓口

商標権に関する課題解決やブランド力向上のための
権利活用を支援します！

第3137253号商標登録 第5271710号商標登録 第5054531号商標登録

第5339719号商標登録第3081887号商標登録

第3107945号
商標登録

第5634404号
商標登録

第5828568号
商標登録

第5327861号
商標登録

第5522851号
商標登録

第3096724号商標登録

電話 086-286-9711
お気軽にご相談ください！

（独）工業所有権情報・研修館事業



製品デザインも貴社の強みです！
意匠権を活用してしっかり保護！
・ ・ ・ ・ ・ ・

物品の形状のデザイン 部分意匠

形状と模様が結合したデザイン 形状と色彩が結合したデザイン

相談無料 秘密厳守

INPIT 岡山県知財総合支援窓口

意匠権に関する課題解決や製品デザイン保護のための
権利活用を支援します！

●製品のデザインは、利用者のニーズやトレンドを先取りするかのように時代とともに変化
します。個性的なデザインほど製品の売れ行きを伸ばすことがよくあります。

●魅力のあるデザインになってくると、まねをされやすいということがあります。この製品の
デザインを知財として守るのが意匠権です。

●意匠権を得るためには意匠登録出願を行い、特許庁の審査を経て、意匠登録を受けねば
なりません。

自動車 指人形 ボトル タイヤ

カバン ボールペン 菓子袋 帽子

第1549739意匠登録 第1372691意匠登録 第1329280意匠登録 第1601216意匠登録

第1243960意匠登録 第1276099意匠登録 第1218964意匠登録 第1577700意匠登録

電話 086-286-9711
お気軽にご相談ください！

（独）工業所有権情報・研修館事業


